
１生徒・保護者配付用１ 

令和７年（2025年）12月 

北 海 道 教 育 委 員 会 

「ほっかいどうこどもライン相談」 

 

生徒及び保護者の皆様へ 

 

 北海道教育委員会では、道内の中学校・高等学校等の生徒を対象に、スマートフォン

等で気軽に相談できる「ＬＩＮＥ」を活用した相談窓口「ほっかいどうこどもライン相

談」を開設しています。 

 

開設期間 

2026年１月７日（水）～１月30日（金）の期間は、毎日17:00～22:00 

 

2026年３月23日（月）までの上記以外の期間は、毎週月曜日の17:00～22:00 

 

「ほっかいどうこどもライン相談」は、専門の相談員が対応します。 

 

○ 相談内容などのプライバシーは守られます。 

○ 相談者の生命、身体などの安全が害されるおそれのある場合や、相談者に関連して犯

罪行為が行われている疑いがある場合は、相談者を守るため、学校や関係機関と情報共

有しながら対応することがあることを御理解ください。 

○ 「ほっかいどうこどもライン相談」のほか、「北海道子ども相談支援センター」による

電話やメールでの相談も受け付けておりますので、お気軽に御相談ください。 

  



 

教 生 学 第 ７ ４ 号 

令和７年（2025年）４月14日 

 

 各 教 育 局 長 

 各 道 立 学 校 長 

 札幌市を除く市町村教育委員会教育長 

 （ 各 市 町 村 立 学 校 長 ） 

 

北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長 森 田 靖 史  

ＳＮＳを活用した相談業務の実施について（通知） 

北海道教育委員会では、いじめを含め様々な悩みを抱える生徒に対し、教育相談に係る多様な選

択肢を用意し、問題の深刻化を未然に防止する観点から、今年度についても「ＬＩＮＥ」を活用した

双方向の相談事業を実施し、効率的な相談体制の構築を推進することとしました。 

ついては、次により事業を実施しますので、特段の御配慮をお願いします。 

記 

１ 事業内容 

(1) 相談窓口名称 

    「ほっかいどうこどもライン相談」 

(2) 相談実施期間及び相談受付時間  

    令和７年（2025年）５月19日～令和８年（2026年）３月23日までの月曜日のみ 

令和７年（2025年）５月１日～５月12日 

    令和７年（2025年）８月６日～９月17日   毎日 

    令和８年（2026年）１月７日～１月30日 

(3) 相談受付時間 

    午後５時～午後10時 

(4) 相談内容 

    いじめ問題、不登校や学校生活に関する相談、家庭での悩みなどの教育相談 

(5) 対象生徒 

ア 公立道中学校、義務教育学校（後期課程） 

イ 公立高等学校・中等教育学校・特別支援学校（中学部及び高等部） 

ウ 私立中学校・高等学校・特別支援学校 

(6) 相談方法 

   生徒各自がスマートフォン等から「ＬＩＮＥ」上の「ほっかいどうこどもライン相談」公式

アカウントに登録した上で、専門の相談員に相談する。 

２ 保護者及び生徒への相談窓口の周知 

     別添「生徒及び保護者の皆様へ」を対象生徒及び保護者に必ず配付し、本事業の周知を図って

ください。 

３ 事業実施上の留意点 

(1) 事業の検証 

       本事業実施後、「ほっかいどうこどもライン相談」公式アカウントの登録を行った全生  

徒に対し、事業検証のためのアンケートを「ＬＩＮＥ」上で実施します。 

  (2) プライバシーの保護に関すること 

       相談した生徒の情報や相談内容などのプライバシーは守られます。 

    ただし、相談者の生命、身体などの安全が害されるおそれのある場合や相談者に関連して

犯罪行為が行われている疑いがある場合は、相談者を守るため、学校や関係機関と情報共有

しながら対応することがあります。 

 

                                                                    （企画・調整係） 
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